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社会保障番号：住民票コードが有力候補 利用拡大に不安 
 
 国民全員に１１けたの住民票コードを割り当て、個人情報を一元管理する、住民基本台帳ネットワークシステム（住

基ネット）は５日、第１次稼働から６年目を迎えた。今年に入り、住民票コードのインターネット上への流出が相次ぐ

中で、東京都国立市など３市区町の不接続が続き、大阪府箕面市は５月に個人選択制導入を表明した。一方、住民票コ

ードは、社会保険庁改革関連法の成立で利用範囲が拡大されたほか、安倍晋三首相が導入を目指す社会保障番号の有力

候補だ。「国民総背番号」を巡る最近の動きをまとめた。【臺宏士】 
 
 「国民一人一人の年金記録をきちんと管理できなかった社会保険庁に、さらに大量の個人情報を提供する法改正は理

解に苦しむ。本来なら利用を停止させ、一から出直させるのが筋ではないか」。日本消費者連盟の吉村英二さんは憤る。 
 
 今年６月に与党の強行採決で成立した社会保険庁改革関連法。住民票コードを国などの事務に利用するには住民基本

台帳法の改正が必要だ。その改正案は改革関連法案の一部として目立たずに提案されたため、国会審議で大きな争点と

ならなかった。改正住基法が成立した９９年当時の９３件と比べ、住基ネットを利用できる事務は３倍に膨らんでいる。 
 
 社保庁関連の新たな事務は（１）年金を受給するには、６０歳までに最低２５年間は保険料を払う必要があるため、

３４歳になる国民全員の個人情報と国民年金加入者リストを照合し、未加入者には加入を勧める（２）氏名や住所の変

更と死亡の届け出を原則として廃止し、住基ネットの情報を基に更新する--の２件。社保庁は（１）は０７年度中、（２）

は新たな年金記録管理システムを開発して、１１年度中にスタートさせたい考えだ。 
 
 吉村さんは「国民の申請に基づいて行政機関が住基ネットにアクセスして本人確認するという情報の流れが、本人の

意思にかかわらず住基ネットから国側に自動的に提供される仕組みは、自己情報コントロール権の確立を求める立場か

らは問題が大きい」と指摘する。 
 
 一方、参院での与野党逆転を受けて国会でも異議を唱える声が出ている。民主党の河村たかし衆院議員は「住基ネッ

ト廃止法案を議員提出し、参院で可決させたい」と意欲を示した。 
 
 ◇導入に１０００億円超も 
 
 「社会保障番号のようなものを作れば処理も容易になる。早急に検討すべき課題だ」。安倍首相は６月１４日の参院厚

生労働委員会で持論を展開し、社会保障番号の導入を表明した。０６年９月の自民党総裁選出馬に当たって公表した政

権構想「美しい国、日本。」に、「社会保障番号の導入や徴収一元化について検討」と明記していた。 
 
 大量の情報が宙に浮いた年金記録問題の再発防止を名目に、政府は年金をはじめ医療、介護、雇用など官民の社会保

障に関する個人情報を一元管理するシステムの構築を決めた。１１年度中に交付するＩＣカードの社会保障カードに社

会保障番号を格納する考えだ。 
 
 どの番号を使うかは（１）住民票コード（２）９７年に被保険者に割り当てた基礎年金番号（３）独自の番号--の３

案を軸に検討していくとみられる。ただし社会保障番号は外国人も対象とし、生涯不変とする方針とみられ、いずれも

一長一短がある。日本国民が対象の住民票コードは変更可能で、民間利用はできない。外国人にも付与される基礎年金

番号は不変だが、加入義務のない未成年や未加入者の扱いが問題になる。独自番号にしても、新たな費用がかかるうえ、

具体的なアイデアはない。 
 
 社会保障番号の導入に向けた議論が政府部内で本格的に始まったのは、０６年５月の経済財政諮問会議。牛尾治朗・

ウシオ電機会長ら民間議員４人が「社会保障番号と社会保障個人会計の導入に向けて」と題した参考資料を提出。７月

に閣議決定された「骨太の方針」に、社会保障給付の改革の一環として検討する方針が盛り込まれ、関係省庁連絡会議



も設けられた。 
 
 導入費用はかさむ見通しだ。９月の連絡会議で示された試算によると、セキュリティー対策費を含む初期費用は１２

４０億円に上るうえ、毎年７７５億円の運用経費がかかる。開発に約４００億円、運用に約２００億円だった住基ネッ

トをはるかにしのぐ規模になる。 
 
 ◇住基カード、見込みの半分満たず 
 
 電子政府・自治体の基盤とうたわれた住基ネットの利点とされたのがＩＣカードの住民基本台帳カード（住基カード）

だ。転出入手続きの一部を省略できたり、公的な身分証明として使えたりすることが売り文句だが、普及状況は芳しく

ない。 
 
 総務省は初年度（０３年度）の住基カード交付枚数を３００万枚と見積もったものの、実際は２５万枚。０７年３月

末の累積枚数も１４１万枚にとどまり、４年後も当初見込みの半分に満たない。 
 
 ０６年度に国の行政機関などが住基ネットから提供を受けた個人情報は７１４７万件で、このうち年金関係は７１１

７万件で９割以上を占める。住基ネットを通じて受給者の生存を確認できるため、０６年１０月から現況届を原則廃止

したこともメリットの一つとされる。 
 
 ところが、社保庁が保有する３１６７万人の厚生年金・国民年金の受給権者情報について、住基ネット情報と照合し

たところ、５９２万人分が合致していなかった。不一致なのは海外居住者や住民基本台帳上の住所と別の場所で年金を

受けている人たちで、厚生・国民年金受給者の約２割は今後も現況届を提出し続けなければならない。 
 
 住基ネットと連携して０４年１月にスタートした「公的個人認証サービス」の利用はさらに進んでいない。住基カー

ドに組み込まれた「電子証明書」をインターネットを通じて行政機関に提出し、電子申請・届け出などをする際に、他

人によるなりすましを防ぐための仕組みで、発行手数料は５００円（有効期限３年）。総務省の内部文書によると、０４

-０６年度の電子証明書の発行枚数を計１０００万枚と見込み、年間の必要経費１５億-１６億円を賄えるように手数料

を設定したはずだった。ところが、０７年６月現在の発行枚数は目標の２０分の１にすぎない２６万枚。「独立採算」は

達成できていない。 
 
 オンライン旅券申請システムのように財務省から中止勧告を受けかねない総務省は０６年１１月、「公的個人認証サー

ビスの利活用のあり方に関する検討会」（座長、大山永昭・東京工業大教授）を設け、普及に本腰を入れ始めた。 
 
 ◇総背番号に道開く恐れ--石村耕治・白鴎大法学部教授（情報法） 
 
 国民全員に番号を付けて身分証明カードを所持させる国民管理システムの導入は、１９７０年代から政府の悲願だっ

た。プライバシー侵害が懸念された住基ネットでは、真の狙いを隠すために住民票コードの民間利用を禁止し、住基カ

ードの所持を任意とするなどした結果、極めて使い勝手が悪くなった。住基ネットに参加しない自治体も現れ、市区町

村をベースにした番号は、政府のコントロールが及ばなくなることに気づいた。今回は年金記録漏れに便乗できたが、

政府にすれば、テロ対策など導入の口実は何でもよかった。 
 
 しかし、社会保障番号のように民間利用も想定した汎用番号による管理では、芋づる式に情報を取り出せるため、プ

ライバシーを厳格に保護しようとすれば膨大な管理コストがかかる。 
 
 また、なりすましなど不正利用や犯罪の温床になりやすいことは、米国の社会保障番号（ＳＳＮ）を見れば分かる。

国民総背番号制に道を開く危険性があるばかりでなく、事務の効率化にも寄与しないのは明らかだ。 
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【2007年8月4日】 
  
個人情報：新発田病院でＨＤＤ紛失 患者１２００人分の情報入り ／新潟 
 
 県立新発田病院は３日、院内で患者の名前など約１２００人分の個人情報が入ったハードディスクドライブ（ＨＤＤ）

の紛失があったと発表した。盗難の可能性もあるとみて同日、新発田署に届け出た。 
 
 同病院によると、紛失したのは患者約１２００人分の名前や生年月日、ＣＴスキャンの画像データなどが入ったＨＤ

Ｄ。超音波検査の診断に使われており、パソコンの交換に伴い６月２０日に事務処理の部屋に移され保管されていた。

７月１９日、システム管理の業者が動くか確認したところ、本体内のＨＤＤが取り外されていることに気づいた。 
 
 病院側は２日まで、職員への聞き取り調査を実施していたものの、盗難の恐れもあるとみて被害届を提出。保管され

ていた部屋は関係者以外立ち入り禁止で、不在時には鍵をかけていたという。 
 
 同病院の土田陽平事務長は「個人情報を漏らす事態になったのは、まことに申し訳ない」と話した。今のところ、デ

ータが悪用されたなどの被害は確認されていないという。【渡辺暢】 
  
   

病院敷地の土中から注射器など 工事中けが人   
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【2007年8月5日 
】  
医療廃棄物：病院敷地の土中から注射器など 工事中けが人--福岡・岡垣 
 
 福岡県岡垣町、遠賀中間医師会病院（管理者、伊東祐信・統括副院長）の敷地内工事現場から、注射器や点滴針など

の医療廃棄物が見つかった。過去に埋め立て処理されたものが工事に伴って露出した可能性が高い。県は７月、廃棄物

処理法に基づいて立ち入り調査し、除去と関係者への注意喚起を指導した。 
 
 医療廃棄物が見つかったのは、病院新病棟北側のフェンス設置工事現場。昨年９月、建設作業員の男性（５８）が深

さ４０センチの穴を掘った際、右手に点滴針が刺さり、けがをしたことがきっかけで分かった。現場には他にチューブ

類やガラス製薬剤容器もあった。男性は手がはれたり頭痛を訴えて通院したが、血液検査の結果、感染はなかった。 
 
 同病院は県立病院改革に伴い、旧県立遠賀病院の敷地と建物を同医師会が購入して０５年に開院。廃棄物は古い型で、

遠賀病院時代に埋め立て処理されたものとみられ、処理の引き継ぎや記録はなかった。８９年に厚生省（当時）が医療

廃棄物の適正処理を通知するまで、処理は医療機関の判断に委ねられていたため違法性はないという。病院は現場付近

の敷地をアスファルトで舗装、県遠賀保健福祉環境事務所に針刺し事故の報告書を出した。 
 
 医療廃棄物対策は、９２年の廃棄物処理法改正で「感染性廃棄物処理マニュアル」ができて以降本格化した。それま

では不燃物として敷地内に埋め立て処理されるケースが多かったとみられる。記録が残っていないため実態は不明で、

病院の建て替えなどで偶然見つかる例が多い。同事務所の田先弘・環境長は「現場で（医療廃棄物が）散見されたので、

速やかに処分するよう指導した」と話した。【太田誠一、写真も】 
  


